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期日前投票を利用しましょう

１月25日（投票日）に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等

の理由で投票に行けない方は、期日前投票を行うことがで

きます。

花巻市長選挙の投票所入場券は、１月21日ごろまでに

はがきで郵送します。

投票所入場券がない場合でも投票はできますので、受付に

申し出てください。

○期日前投票のできる期間

花巻市長選挙

１月19日（月）から１月24日（土）まで

※今回から入場券の様式が変わります。入場券裏面の「宣誓書」を

　ご記入の上、ご持参ください。

せ
ん
き
ょ

○期日前投票のできる場所及び時間

　平日・休日を問わず投票できます。

● シーナシーナ花巻

　　 午前10時から午後8時まで

● 花巻市大迫総合支所

● 花巻市石鳥谷総合支所

● 花巻市東和総合支所

午前8時30分から

午後8時まで

選挙公報の配布について

花巻市長選挙の選挙公報は、１月20日（火）以降から、市内全戸に配布するほか、下記

の施設にも配置します。万が一、選挙公報が届かない場合や紛失などした場合は、選挙管

理委員会事務局へご連絡いただくか、下記の施設で受け取りが可能です。なお、準備が整い

次第、市ホームページでも選挙公報をご覧いただけます。

・各期日前投票所　 ・市役所本庁舎総合案内　 ・各総合支所地域振興課地域づくり係

・文化会館　　　　 ・各振興センター　　　　 ・市内各図書館

・生涯学園都市会館（まなび学園）　　　　　　 ・なはんプラザ

１月20日（火）・

１月21日（水）   2日間

　午前10時から午後1時まで

富士大学メディア棟

　２階 学生ホールにて、

　期日前投票が出来ます。

富士大学に期日前投票所を設置します。

期日前投票所 ▼

一覧QRコード

�
�
�
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　次のような理由により、投票日に投票できず、さらに期日前投票でも投票することができない方は、不在者投票をす

ることができます。

・ 出張等のため花巻市外に長期滞在中である 

（滞在地での不在者投票）

・ 病院や老人ホームに入院、入所中である 

（病院などの施設での不在者投票）

・ 重度の障がい等のため、歩行（外出）が困難である 

（郵便等による不在者投票）

　不在者投票制度を利用するには、事前の登録や申し込みが必要と

なり、具体的な投票方法も異なります。

　詳しくは、次のとおりです。

◆滞在地での不在者投票

　出張などで他の市区町村に滞在している方は、滞在している市区

町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。ただし、

投票用紙等の請求や交付は花巻市選挙管理委員会と郵便等により行い

ますので、お早めに手続きをしてください。

◆病院などの施設での不在者投票

　都道府県の指定を受けている病院や施設に入院、入所している方は、

その施設の長に申し出て、その施設において不在者投票をすることが

できます。なお、現在花巻市内で指定を受けている病院、施設は、表１

のとおりです。

◆郵便等による不在者投票

　身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方、または介護

保険の被保険者証をお持ちで、表２に該当する方は、郵便で投票する

ことができます。また、郵便で不在者投票ができる方で、表３に該当

する方は、代理者を介して投票用紙に記入することができます。

※ 郵便で不在者投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会から

「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。また、代理

記載をするにはあらかじめ選挙管理委員会へ代理記載人（１人）を

届け出る必要があります。郵便等による不在者投票の投票用紙等の

請求期限は、投票日の４日前（１月21日）までとなっています。

お早めに手続きをしてください。

不 在 者 投 票

［ 表１］　不在者投票ができる施設

指 定 病 院 等 の 名 称

１ 国立病院機構花巻病院

２ 総合花巻病院

３ イーハトーブ介護医療院

４ 宝陽病院

５ 東和病院

６ 介護老人保健施設サンホーム

７ 介護老人保健施設サンシャイン

８ イーハトーブ介護リハビリセンター

９ 介護老人保健施設はやちねの里

10 介護老人保健施設ゆうゆうの里

11 老人保健施設華の苑

12 特別養護老人ホーム大谷荘

13 特別養護老人ホームアイリス花巻

14 特別養護老人ホーム花巻あすかの里

15 特別養護老人ホーム花巻あすかの杜

16 特別養護老人ホーム桐の里

17 特別養護老人ホームいしどりや荘

18 特別養護老人ホーム東和荘

特別養護老人ホームほうじゅの郷

ケアメディカルはなまき

19

養護老人ホームはなまき荘20

養護老人ホーム宝寿荘21

軽費老人ホームケアハウス花巻22

救護施設好地荘23

軽費老人ホームケアハウス金矢24

25

26

花巻あすかの杜 指定短期入所生活介護事業所

　※ 花巻市外の病院などでも指定を受けている場

合がありますのでご確認ください。
［ 表２］ 郵便で投票できる方の条件

手帳・被保険者証 障がいの種類 障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能 １・２級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 １・３級

免疫・肝臓 １～３級

戦傷病者手帳
両下肢・体幹 特別項症～第２項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症～第３項症

介護保険被保険者証 要介護５

　※上記に該当しない方は、郵便投票ができませんので、手帳及び被保険者証を確認してください。

［ 表３］ 代理記載制度を利用できる方の条件

手　　帳 障がいの種類 障がいの程度

身体障害者手帳 上肢・視覚 １級

戦傷病者手帳 上肢・視覚 特別項症～第２項症


